
　マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書更新などの手続きについて、下記の日程で休日窓口を開設します。
休日窓口は完全予約制で、平日の８時30分から17時15分まで電話にて予約を受け付けします。

●４月の開設日
　開設日　４月13日（日）　　受付時間　９時～16時　　受付場所　住民環境課窓口
　※予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。 
●持ち物　＜カ ー ド の 申 請＞　個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）、通知カード、
　　　　　　　　　　　　　　　　本人確認書類
　　　　　＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
　　　　　＜電子証明書更新、暗証番号再設定＞　マイナンバーカード

【マイナンバーカードに関する手続きについて】
※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※マイナンバーカードの申請や受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以
内および数字４桁）を決めておいてください。 

【マイナンバーカードの申請について】
　スマートフォンやパソコンなどを使って、既に送付されている個人番号カード交付申請書のＱＲコードを読み取り、マ
イナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナ
ンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「ＱＲコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろ
う！ https://mynumbercard.soumu.go.jp」をご覧ください。

次回の休日窓口開設日は、５月11日（日）です。
　システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードに関する休日窓口を開設します

住民環境課　☎32-1104

犬の登録と狂犬病予防集合注射について
　狂犬病予防法により、飼い犬には登録（生涯に一度）と年１回の狂犬病予防注射が義務付けられており、犬を飼い始め
たら 30日以内に登録をしなければいけません。（生後 90日以内の子犬は 90日を過ぎてから）
　町では、令和７年度の狂犬病予防集合注射を次の日程表のとおり実施しますので、犬を飼っている人は最寄りの会場で
飼い犬への予防注射を受けてください。

＜ご注意ください＞　
対　象　生後 90日以上の犬
手数料　登録のある犬　　１頭につき 3,200 円（注射料金 2,650 円＋注射済票交付手数料 550 円）
　　　　新規登録する犬　１頭につき 6,200 円（上記＋登録料金 3,000 円）
※おつりのいらないようにご協力ください。
　予防注射後にお渡しする注射済票（新規登録犬は鑑札も）は犬が行方不明になったときや事故にあったときなどに飼い
主を捜す手がかりとなります。また、野犬捕獲で捕まった際の識別にも必要です。首輪などにつけてわかりやすくしてお
いてください。
※登録のある犬の飼い主には、予防注射の案内を通知します。通知書は必ず会場に持参してください。
※また、通知書は再発行しませんので、なくさないようご注意ください。

期日 実施場所

町中央公民館　第２駐車場

大悲閣

上多度公民館（上多度プラザ）

笠郷公民館（就業改善センター）

広幡公民館

養老ニュータウン

池辺公民館

小畑公民館

日吉公民館 室原分館

日吉公民館

高田公民館（産業文化会館）

町役場

９時 30分 ～ 10時 15分

10 時 45 分 ～ 11時 15分

13 時 ～ 13時 45分

14 時 15 分 ～ 15時 15分

９時 30分 ～ 10時

10時 20 分 ～ 11時

11時 20 分 ～ 12時

９時 30分 ～ 10時５分

10時 25分 ～ 10時 55分

11時 20 分 ～ 11時 50分

９時 30分 ～ 10時 15分

10時 35 分 ～ 11時 20分

時間

５月 12日（月）

５月 13日（火）

５月 14日（水）

５月 15日（木）

　日本の家計の消費を示す民間最終消費支出はＧＤＰ（国内総生産）の５割強を占めています。何を食べるか、何を着る
かといった、国民一人ひとりの “日々の選択” で社会は変わります。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現のためにも、
地域のものを地域で消費する “地産地消”、環境に優しい有機栽培を推進していかなければなりません。
　今回は、その第一歩として生ごみを有効利用するために、コンポストで作った生ごみ堆肥の利用方法を紹介いたします。

コンポストで作った生ごみ堆肥の利用方法
①コンポストの上部まで生ごみがたまったらコンポストを抜く
②水分が多い場合はビニールの袋などを被せてしばらく寝かす
③生ごみの形がそのまま残っているため、土と混ぜ合わせることで微生物に分解させる
④畑、家庭菜園、花壇などの苗を植え付ける前に元肥として土に入れる
⑤畑の畝と畝の間や木の根から少し離れたところで土とよく混ぜ合わせ、上から土を被せる
※この時に作物や植物の根に直接触れないようにしましょう。また、生ごみを固めて入れると水分が多いため、蛆などの
虫が発生しますので、土とよく混ぜ合わせるようにしてください。

ボカシの効力
　ボカシを活用した生ごみ堆肥を使用することで、有用な微生物の力で安心安全なおいしい野菜ができます。
①生ごみなどの有機物の分解　②土壌微生物の活性化　③作物の活性化　④汚水の浄化

～ご報告～
　２月６日（木）に開催した「生ごみ減量のための町民公開講座」には 82人が参加し、植物性廃油 40Ｌ、消費期限切れ
油４Ｌ回収しました。次回の開催予定は７月４日（金）です。

生活と環境を考える会　☎32-2386
住民環境課　　　　　　☎32-1104

ＳＤＧｓ“持続可能な養老のまちづくり”

建設課　☎32-5081

オンデマンドバスのバス停を新設しました！

　便利で快適な交通機関として、多くの皆さまにご利用いただくために、町オンデマンドバスのバス停を下記のとおり新
たに設置しました。

４月１日（火）～　バス停番号 259　こだま歯科

※バス停表示の箇所での乗降にご協力いただきますようお願いいたします。

住民環境課　☎32-1104
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